■自治会会則（例）
　この会則（例）は、あくまでも参考例です。作成や見直しの際に参考にしてください。

第１章　総　則
（名称及び事務所）
第１条　本会は○○自治会（以下「自治会」という。）と称し、事務所を会長宅におく。
（区　域）
第２条　本会の区域は、栃木市○○町のうち、別表に定める区域とする。
（目　的）
第３条　本会は、会員相互の親睦と連携を深め、住民の福祉の増進を図り、もって豊かな地域社会づくりに寄与することを目的とする。
（事　業）
第４条　本会は第３条の目的を達成するため次の事業を行う。
　⑴　会員相互の親睦及び連絡調整に関すること。
　⑵　関係機関、団体との連絡調整に関すること。
　⑶　会の発展を図るための調査・研究及び資料の収集配布に関すること。
　⑷　所有する資産又は受託した施設の管理運営に関すること。
　⑸　その他目的達成に必要な事項に関すること。

第２章　会員及び会費
（会　員）
第５条　本会の会員は次の各号に掲げるとおりとし、その要件は当該各号に定めるところによる。
　⑴　会　　員　会の活動範囲とする地区内に居住する者は、全て会員となることができる。
　⑵　賛助会員　第１号に該当しない個人又は団体にあっては、この会を賛助するため、賛助会員となることができる。
（会　費）
第６条　会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
２　賛助会員は、総会において別に定める特別会費を納入しなければならない。
（入　会）
第７条　本会に加入しようとする者は、会員にならなければならない。
　⑴　会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
　⑵　会長は、第５条第２号の届け出があった場合は、これを総会に報告しなければならない。
　⑶　本会への入会は、正当な理由がない限り、その地区内に居住する者の加入を拒んではならない。
　⑷　本会の活動範囲とする地区内に入居した個人又は団体に対して、本会の趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする。
（退　会）
第８条　会員は、次の各号に該当する場合は、その資格を失う。
　⑴　会員の脱会の申し出があり、会長に届け出たとき。
　⑵　第５条の要件を満たさなくなったとき。
　⑶　会費を○年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
（拠出金品の不返還）
第９条　退会した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。

第３章　組　織
（専門部）
第10条　第４条の事業を円滑に行うため、本会に次の専門部を置く。
２　専門部の名称及び業務は次のとおりとする。
　⑴　総　務　部　会の事業の総合調整、自治会館の運営等に関すること。
　⑵　防災防犯部　防災及び防犯に関すること。
　⑶　環境衛生部　環境衛生に関すること。
　⑷　交通安全部　交通及び安全に関すること。
　⑸　文　化　部　文化活動や伝統文化の保存・継承に関すること。
　⑹　体　育　部　体育およびレクリエーションに関すること。
　⑺　福　祉　部　社会福祉事業等に関すること。
　⑻　広　報　部　広報紙の発行及び情報提供に関すること。
３　各部は正副部長及び部員若干名をもって構成する。
（班）
第11条　この会の効率的な運営のために、別に定める区割りをもって班を編成する。
２　班には、班内会員の意見を取りまとめたり、諸連絡業務を行うため、班内会員の互選により班長を置く。

第４章　役　員
（役　員）
第12条　本会には次の役員をおく。
　⑴　会　長　１名
　⑵　副会長　○名
　⑶　評議員（班長）　○名
　⑷　会　計　○名
　⑸　監　事　○名
（役員の職務）
第13条　会長は本会を代表し会務を総括する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
３　評議員は、会務の運営と執行にあたる。
４　会計は、会の会計を処理する。
５　監事は、会務の状況及び会計を監査する。
（役員の選出）
第14条　会長・副会長及び監事は、総会において選出する。
２　評議員は、会長が委嘱した者及び第10条に定める専門部の各正副部長をもってあてる。
３　会計は、会長が総会の同意を得て委嘱する。
４　会長は、役員会の同意を得て書記を置くことができる。
５　書記は、会長の命を受けて庶務に従事する。
６　監事は、他の役員と兼ねることができない。
（役員の任期）
第15条　役員の任期は、○年とし再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
２　班長の任期は１年とする。補欠班長の任期は前項を準用する。
（役員の報酬）
第16条　役員の報酬は、次のとおりとする。
　⑴　会　長　　　　　○○，○○○円
　⑵　副会長　　　　　○○，○○○円
　⑶　評議員（班長）　○○，○○○円
　⑷　会　計　　　　　○○，○○○円
　⑸　監　事　　　　　○○，○○○円

第５章　総　会
（種類と招集者及び定足数）
第17条　総会は通常総会と臨時総会とする。
２　通常総会は、年１回○月に、臨時総会は、会員の○分の１以上から請求があったとき、又は会長が必要と認めたときに開催することとし、会長が招集する。
３　総会は会員の過半数の出席をもって成立する。
（議長及び議決事項）
第18条　総会の議長は、出席会員の中から選任し、総会は次の事項を議決する。
　⑴　事業報告及び収支決算に関すること。
　⑵　事業計画及び収支予算に関すること。
　⑶　会則の改廃に関すること。
　⑷　役員の選任に関すること。
　⑸　その他、この会の運営に係る重要事項に関すること。
（議決）
第19条　総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。また、可否同数の場合は、議長がこれを決す。


第６章　役員会
（招集者及び定足数）
第20条　役員会は必要に応じ会長が招集し、役員の過半数の出席がなければ開会できない。
（役員会の議長及び議決事項）
第21条　役員会の議長は、会長があたる。
２　役員会は、次の事項を議決する。
　⑴　総会の議決した事項の執行に関すること。
　⑵　総会に付議すべき事項に関すること。
　⑶　その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

第７章　資産及び会計
（資産の構成）
第22条　この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
　⑴　会費
　⑵　寄附金品
　⑶　資産から生ずる収入
　⑷　別表に掲げる資産
　⑸　その他の収入
（資産の管理）
第23条　資産は会長が管理し、その方法は、役員会において定める。
２　別表に掲げる資産は、これを処分し又は担保に供することができない。
[bookmark: _GoBack]　　但し、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得てこれを処分し又は担保に供することができる。
（事業及び会計年度）
第24条　この会の事業及び会計年度は、毎年○月１日から翌年○月○日までとする。

　　　附　則
１　この会則は、令和○年○月○日から施行する。
２　○○会則（令和○年○月○日施行）は廃止する。

※組織や役員の種類、人数、報酬などは、自治会の実情に合わせて決めてください。
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